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第２章 立地適正化計画の見直し検討 
１ 誘導区域及び誘導施設の見直し検討 

前章で整理したように、基本データの収集・整理を踏まえた誘導区域および誘導施設の変

更は行わないものの、誘導区域の設定基準及び誘導施設の立地状況を確認し、必要に応じて

見直しを検討します。 
 

（１）居住誘導区域の見直し検討 

①見直しの視点 

・居住誘導区域の設定基準への適合 

都市計画運用指針が改定され、居住誘導区域の設定基準が変更されたことから、居住誘導

区域の設定基準を確認し、必要に応じて、区域の見直しを行います。 
 

・将来人口密度の確認 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持すること

により、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域で

す。また、立地適正化計画の手引き（国土交通省）では、居住誘導区域の設定について、市

街化区域の設定基準（40人/ha）を参考に将来人口密度が確保される区域が望ましいとされて

いることから、目標年次（2040年）における将来人口密度を確認し、必要に応じて、区域の

見直しを行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 立地適正化計画の手引き【基本編】（令和６年４月版）  
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②見直し検討 

・居住誘導区域の設定基準への適合 

法律上居住誘導区域に含まない区域である急傾斜地崩壊危険区域が現行の居住誘導区域に

みられ、この区域を居住誘導区域から除外する必要があります。 
 

 
 

都市計画運用指針 豊明市の状況 

居
住
誘
導
区
域
の
設
定 

①

居

住

誘

導

区

域

を

定

め

る

こ

と

が

考

え

ら
れ
る
区

域 

ア 

都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並び

にその周辺の区域 
名鉄駅、市役所 

イ 

都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアク

セスすることができ、都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都

市機能の利用圏として一体的である区域 

基幹的公共交通沿線 

ウ 

合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積して

いる区域 
該当なし 

②
法
律
上

居
住
誘

導
区
域

に 

含
ま
な
い

区
域 

ア 市街化調整区域 除く 

イ 

建築基準法に規定する災害危険区域のうち、条例により住宅の建

築が禁止されている区域 
該当なし 

ウ 

農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域又は農地

法の農地若しくは採草放牧地の区域 
除く 

エ 

自然公園法の特別地域、 

森林法の保安林の区域、 

自然環境保全法の原生自然環境保全地域又は特別地区、 

森林法の保安林予定森林の区域、 

森林法の保安施設地区又は保安施設地区に予定された地区 

該当なし 

オ 地すべり防止区域 該当なし 

カ 

急傾斜地崩壊危険区域 除く 

キ 土砂災害特別警戒区域 除く 

ク 浸水被害防止区域 該当なし 

③

居

住

誘

導

区

域

に

原

則

含

ま

な

い

こ

と

と

す

べ

き

区

域 

ア 津波災害特別警戒区域 該当なし 

イ 災害危険区域（②イの区域を除く） 該当なし 

④

適

当

で

な

い

と

判

断

さ

れ

る

場

合

は

原

則

と

し

て

居

住

誘

導

区

域

に
含
ま
な

い
区
域 

ア 土砂災害警戒区域 除く 

イ 津波災害警戒区域 該当なし 

ウ 浸水想定区域 含む 

エ 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律に規定

する津波浸水想定区域における浸水の区域及びその他の調査結果

等により判明した災害の発生の恐れのある区域 

該当なし 

⑤
居

住

誘
導

区

域

に
含

め

る
こ

と
に

つ
い

て

は
慎

重

に

判
断

を

行
う

こ
と

が
望
ま
し

い
区
域 

ア 
法令により住宅の建築が制限されている区域（工業専用地域・流

通業務地区等） 
該当なし 

イ 
条例により住宅の建築が制限されている区域（特別用途地区・地

区計画等のうち、条例による制限区域） 
該当なし 

ウ 

過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が

散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後

は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

該当なし 

エ 

工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化

が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきで

はないと市町村が判断する区域 

除く 
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・将来人口密度の確認 

居住誘導区域内において、将来人口密度が 40人/ha未満となる地域が一部でみられます。

該当する地域は現在施行中の土地区画整理事業区域周辺であり、事業の推進により今後この

状況は解消される見込みであることから、現行の居住誘導区域から除外しないこととしま

す。 
 

図 将来人口密度（2040 年） 

 

 

 

 

 

  



44 

 

 

（２）誘導施設の見直し検討 

①見直しの視点 

策定時及び現在の都市機能誘導区域内の誘導施設の立地状況等を比較し、必要に応じて、

誘導施設の見直しを行います。 

②見直し検討 

誘導施設の立地状況を現行計画策定時（2020年３月）と現在（2025年１月）で比較する

と、小学校の統廃合や施設配置の変更により、都市機能誘導区域内の誘導施設数が減少して

いる箇所がある一方、小規模保育事業所の新規立地がみられます。（詳細は次ページ以降） 

現在、位置づけている誘導施設は現行計画から増減があるものの、引き続き新規立地の誘

導や現在立地している施設の維持が必要なことから、誘導施設の変更は行わないこととしま

す。 
 

 

表 誘導施設の定義（現行計画） 
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名古屋鉄道前後駅周辺 

・ひまわり児童クラブが廃止、メモリーツリー前後保育園が新規立地 

・誘導施設数の合計は変化なし 
 

図表 誘導施設の立地状況（計画策定時（2020.3）、現況（2025.1）） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 策定時 現況 

立地施設 数 立地施設 数 

商
業
機
能 

スーパー 

・コープあいち 
１ 

スーパー 

・コープとよあけ(名称変更) 
１ 

子
育
て
機
能 

保育園・こども園 

・南部保育園 

児童クラブ 

・ひまわり児童クラブ 

子育て支援センター 

・立地なし 

児童館 

・ひまわり児童館 

３ 

保育園・こども園 

・南部保育園 

・メモリーツリー前後保育園 

児童クラブ 

・立地なし 

子育て支援センター 

・立地なし 

児童館 

・ひまわり児童館 

３ 

 

青字：廃止施設 赤字：新規立地施設 

 

 

  

策定時 現況 
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名古屋鉄道中京競馬場前駅周辺 

・誘導施設の新規立地はなく、誘導施設数は０のまま変化なし 
 

図表 誘導施設の立地状況（計画策定時（2020.3）、現況（2025.1）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 策定時 現況 

立地施設 数 立地施設 数 

商
業
機
能 

スーパー 

・立地無し 
０ 

スーパー 

・立地無し 
０ 

子
育
て
機
能 

保育園・こども園 

・立地無し 

 ０ 

保育園・こども園 

・立地無し 

０ 

 

青字：廃止施設 赤字：新規立地施設 

 

 

 

  

策定時 現況 
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名古屋鉄道豊明駅前周辺 

・誘導施設の新規立地はなく、誘導施設数は１のまま変化なし 
 

図表 誘導施設の立地状況（計画策定時（2020.3）、現況（2025.1）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 策定時 現況 

立地施設 数 立地施設 数 

商
業
機
能 

スーパー 

・立地無し 
０ 

スーパー 

・立地無し 
０ 

子
育
て
機
能 

保育園・こども園 

・むつみ保育園 

１ 

保育園・こども園 

・むつみ保育園 

１ 

 

青字：廃止施設 赤字：新規立地施設 

 

 

 

  

策定時 現況 
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豊明市役所周辺 

・吉池児童クラブ（豊明勤労会館）が新規立地 

・誘導施設数の合計は増加 
 

図表 誘導施設の立地状況（計画策定時（2020.3）、現況（2025.1）） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 策定時 現況 

立地施設 数 立地施設 数 

商
業
機
能 

スーパー 

・コノミヤ沓掛店 

・フィール豊明店 

・ピアゴ豊明店 

３ 

スーパー 

・コノミヤ沓掛店 

・フィール豊明店 

・MEGA ドン・キホーテ UNY 豊明店

(名称変更) 

３ 

子
育
て
機
能 

保育園・こども園 

・中部保育園 

・メモリーツリー三崎保育園 

児童クラブ 

・立地なし 

２ 

保育園・こども園 

・中部保育園 

・メモリーツリー三崎保育園 

児童クラブ 

・吉池児童クラブ 

３ 

 

青字：廃止施設 赤字：新規立地施設 

 

 

  

策定時 現況 
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豊明団地周辺 

・「唐竹児童クラブ」、「二村児童クラブ」、「二村児童館」が廃止、「子育て支援センターたけ

のこ（豊明市共生プラザ カラット）」が新規立地 

・誘導施設数の合計は減少 
 

図表 誘導施設の立地状況（計画策定時（2020.3）、現況（2025.1）） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 策定時 現況 

立地施設 数 立地施設 数 

高
齢
者
福
祉
機
能 

健康増進施設 

・立地なし 

０ 

健康増進施設 

・立地なし 

０ 

商
業
機
能 

スーパー 

・コノミヤ豊明店 

・アオキスーパー豊明店 
２ 

スーパー 

・コノミヤ豊明店 

・アオキスーパー豊明店 
２ 

子
育
て
機
能 

保育園・こども園 

・二村台保育園 

・リジョイス幼稚園 

児童クラブ 

・双峰児童クラブ 

・唐竹児童クラブ 

・二村児童クラブ 

子育て支援センター 

・立地なし 

児童館 

・二村児童館 

６ 

保育園・こども園 

・二村台保育園 

・リジョイス幼稚園 

児童クラブ 

・二村台児童クラブ(統合) 

子育て支援センター 

・子育て支援センターたけのこ 

児童館 

・立地なし 

４ 

 

青字：廃止施設 赤字：新規立地施設 

  

策定時 現況 
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２ 法や制度の改正に伴う誘導施策等の見直し検討 
 

（１）現行計画策定以降に改正された法、制度の整理 

①居住誘導区域における誘導施策関連 

・フラット３５地域連携型（住宅金融支援機構による支援） 

（制度概要） 

コンパクトシティ形成等の施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携

し、地方公共団体による住宅の建設・購入（付随する改修・除却を含む。）に対する財政的支

援とあわせて、住宅金融支援機構によるフラット 35の金利を引き下げる。 
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②都市機能誘導区域における誘導施策関連 

・優良建築物等整備事業 

（制度概要） 

市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、

高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業に対する支援を行う。 

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、支援対象区域に都市機能誘導

区域において一定の要件を満たす区域を追加する。また、都市機能誘導区域において一定の

要件を満たす事業について、交付対象事業費の嵩上げ等の支援を行う。 
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③公共交通に関する施策関連 

・地域公共交通再構築事業（社会資本整備総合交付金） 

（制度概要） 

地方公共団体が、立地適正化計画をはじめとするまちづくり計画等において公共交通の利

活用を位置づけた場合で、地域公共交通ネットワークの再構築に必要なインフラ整備が、地

域公共交通計画に基づく特定事業として実施される際の地域の取組を支援する。 
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（２）誘導施策等の見直しイメージ 

現行計画策定以降に改正された法、制度の内容を踏まえ、誘導施策の見直しイメージを以

下に整理します。 

①居住誘導区域における誘導施策（追加・修正項目） 

◆住宅取得に対する財政的支援 

住宅金融支援機構と協定を締結し、フラット 35（地域連携型）による住宅取得の際の借入

金利の一定期間の引き下げを本市の財政的支援とあわせて行うことを検討します。 

②都市機能誘導区域における誘導施策関連（追加・修正項目） 

◆土地の利用の共同化、高度化等に寄与する事業に対する支援 

優良建築物等整備事業への補助金による支援の活用を検討します。 

③公共交通に関する施策関連（追加・修正項目） 

◆公共交通ネットワークの維持・充実 

今後、人口減少、高齢化の進行が想定されるなか、日常生活における公共交通の需要が高

まることが予測されます。 

都市機能誘導区域の都市機能を強化し、拠点性を高めるとともに、そこへの移動手段を確

保し、市民が安心して暮らせる持続可能なまちづくりを実現します。そのため、バス等の公

共交通網については、サービス内容の適宜見直しに向け、関係機関と綿密な調整を図りま

す。また、公共交通の利用を促進することでエネルギーの効率的な利用、ひいては温室効果

ガスの削減にも寄与します。また、都市の骨格となる公共交通軸として、輸送力や定時性に

優れる鉄道網や基幹的なバス路線を維持するとともに、バスやタクシー等の公共交通が相互

に連携し、都市機能が集積する都市拠点である前後駅を中心とした効率的な交通ネットワー

クを構築します。 

◆地域公共交通再構築事業 

地域公共交通再構築事業により利便性、生産性、持続可能性の高い地域公共交通ネットワ

ークの再構築を実現するため、鉄道施設やバス施設の計画的な更新等を進め、誰もが利用し

やすい環境を構築します。 
 


